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香美市商工観光振興事業費補助金（お土産品開発事業）に係る審査要領 

 

香美市商工観光振興事業費補助金（お土産品開発事業）に係る審査に関する事項を次に

定めます。 

 

１ 審査の対象となる事業者 

審査は、次の各号をすべて満たす事業者を対象に行います。 

（１）別途定める「香美市商工観光振興事業費補助金（お土産品開発事業）」（以下「募

集要領」という。）に規定する資格要件を満たす者 

（２）募集要領に規定する期限内に、必要な書類のすべてを提出した者 

（３）募集要領により、適正に書類を作成した者 

 

２ 審査の項目及び点数 

総合点数は１００点とし、大区分、審査項目、配点は次のとおりです。 

（１）適合性（２５点） 

・本補助事業の趣旨との適合性   （２５点） 

（２）実現性（４０点）  

・事業計画について        （２０点） 

・類似業務の実績内容       （１０点） 

・事業者の生産能力        （１０点） 

（３）訴求性（３５点） 

・販売方法            （１５点） 

・販路について          （２０点） 

 

３ 審査基準 

 （１）審査委員の平均が６０点未満の場合は、不採択とします。 

 （２）審査委員の一人でも各大区分の合計点が配点の６０％未満の場合は不採択としま

す。 

 

４ 審査委員会 

申請書類を基に、審査委員会を開催し、補助金の交付決定候補事業者を選定します。 

 

５ 審査の方法 

（１）審査委員会では、提出された申請書類を基に行います。 

（２）各審査委員は、別途定める「審査基準」に基づいて審査を行います。 

（３）各審査委員の審査結果を集計し、補助金の交付決定者を選定します。 
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審査基準 

大区分 審査の項目 審査の視点 配点 

適
合
性 

本補助事業との適合性 

・趣旨に沿っているか 

・香美市又はやなせ先生を PRできるよ

うな商品か 

２５ 

実
現
性 

事業計画について 
・事業計画、スケジュールは妥当か 

・目標設定の考え方、根拠等が明確か 
２０ 

類似業務の実績内容 ・類似事業の実績内容 １０ 

事業者の生産能力 

・事業を遂行するに足る適正な体制を

有しているか 

・販路拡大していくための設備は十分

か 

・従事スタッフの構成や人数など 

１０ 

訴
求
性 

販売方法 

・購買意欲につながる工夫をしている

か（限定品にする、パッケージのデザ

インの工夫等） 

・広告宣伝を積極的に行う予定か 

１５ 

販路について 

・道の駅や空港、その他土産店等に販

路を持っているか、または開拓の見込

はあるか 

・商品に合った販路を持っているか、

または開拓の見込はあるか 

２０ 

 

 

 

 


